
兵庫県太子町経済建設部街づくり課

～風景の中の記憶・・・

兵庫県景観条例を活用したまちづくり

人の想いが地域を変える～

斑鳩地区の景観の特徴

斑鳩地区の歴史的背景

斑鳩地区は７世紀に法隆寺領播磨国鵤荘となり、条里制による開発が行われま

した。その中核として斑鳩寺が建立され、現代も地域の重要な歴史的拠点となっ

ています。斑鳩寺の門前町として形成された当地区は、江戸期には本陣が置かれ

て山陽道の宿場町として発展しました。



斑鳩地区の区域と景観の分類

斑鳩地区の景観まちづくりの区域は

斑鳩寺を中心とし、東西は国道17９

号から東芝工場東の通りまで、南北は

東西の通りの交差点から太子山公園ま

でと設定しました。

区域内の景観を特徴別に分類すると

以下の４つに大きく分けることができ

ます。

①斑鳩寺参道、稗田神社参道の景観

②西国街道（宿場町）の景観

③中道（龍野街道）の景観

④その他地区全体の景観

斑鳩寺参道、稗田神社参道の景観

斑鳩寺と条里制の町割りが残る景観は、中世から栄えた当地

区のまちの形を思い起こすことが出来ます。また、西国街道か

ら斑鳩寺への参道は、門前町として形成された時代のまちの形

状を残しています。

斑鳩寺参道 稗田神社参道



斑鳩ふるさとまちづくり協議会の取り組み

景観まちづくり取り組みの背景

斑鳩の町には、聖徳太子ゆかりの地であることを示す斑鳩寺が現在もあり、古

くからの歴史を感じられる町となっています。

しかし、近年、特にまちの中心である中道沿いの旧家が次々と取り壊され、建

て替わりが進んでおり、統一感の無いバラバラな町並みになりつつあることから、

昔から地域にお住まいの人々が立ちあがり、まちづくり協議会活動を始めること

になりました。

まちづくり協議会設立と活動

斑鳩地区では、平成20年6月2日に斑鳩ふるさと・まちづくり協議会

研修会スタートしてから、これまで４年間様々な活動を行ってきました。

平成20～21年度

……他地区の事例学習、斑鳩地区の魅力再発見やまち歩き

富の小川のガードパイプのペンキ塗り

ローソクによる灯りのイベント

平成22～23年度

……景観形成基準（協議会案）の検討

懐かしの写真展（過去・現在・未来）

和らぎ広場の竣工、キャンドルナイト斑鳩 ワークショップ

まちづくりに学ぶ

姫路船場城西地区・室津のまちへ
2009・6・3



まちに学ぶ

倉敷・吹屋のまちへ 2009・9・30

まちに学ぶ

倉敷・吹屋のまちへ 2009・9・30

まちを知る

タウンウオッチング2009・6・11

まちを知る

お太子さんの荘園を歩く
2009・11・15



まちを知る

お太子さんの荘園を歩く
2009・11・15

まちを考える

ワークショップ2009・8・27

まちのいろ

ビフォーアフター



まちのいろ

富の小川の柵のペンキ塗り
2009・12・2

まちのあかり

キャンドルナイト斑鳩「ローソクによる灯りのイベント」
2009・12・31

まちのあかり

竹灯とうろう作り
2009・11・27



まちのあかりⅡ

キャンド ルナイト斑鳩 2010・12・31

まちの過去・現代

あすかまつり 2010・11・3

改修前 改修後



改修前 改修後 改修前 改修後

改修前 改修後 改修前 改修後



改修前 改修後

風景の中の記憶



景観形成地区指定制度について

～兵庫県「景観の形成等に関する条例」に基づく～



良好な環境を有する住
宅街等の区域または新
都市の建設、都市の再
開発等により新たに住
宅街等が整備される区
域

住宅街等景観形成地区

伝統的な建造物また
は集落が周辺の環境
と一体をなしている
区域

歴史的景観形成地区

駅前、官公庁施設の周
辺等で、その地域の中
心としての役割を果た
している市街地の区域

まちなか景観形成地区

国道、県道等の沿道で、
主に広告物等の景観誘
導をはかる区域

沿道景観形成地区

■景観条例の目的

○優れた景観の創造と保全

○大規模建築物と地域景観との調和

豊岡市出石町城下町地区(S62)
〃 城崎町城崎温泉地区(H4)

朝来市生野町口銀谷地区(H10)
〃 和田山町竹田地区(H10)

養父市大屋町大杉地区(H13)
〃 八鹿町八鹿地区(H15)

新温泉町浜坂味原川周辺地区
(H19)
新温泉町湯・細田地区(H18)
国道３１２号沿道地区(H18)

たつの市龍野地区(H2)
〃 御津町室津地区(H6)

佐用町平福地区(H22)

加東市社町ﾒﾓﾘｱﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ周辺地
区(H1)
多可町加美区岩座神地区(H11)
加西市北条地区(H24) 

高砂市高砂地区(H18)
（歴史的・住宅街等・まちなか）

洲本市古茂江海岸地区(H4)

歴史的景観形成地区 ：１３地区
住宅街等景観形成地区 ： ３地区
まちなか景観形成地区 ： ２地区
沿道景観形成地区 ： １地区
（参考）
市町に移行した地区 ： ５地区

指定実績計 ２４地区

■景観形成地区の指定状況

太子町斑鳩地区

歴史的景観形成地区

景観形成地区の区域（案）

区域設定のポイント

斑鳩地区の景観の重要な要素である

太子山、斑鳩寺と稗田神社、旧街道を含
んだ区域を景観形成地区とします。

①宿場町の景観を保全するため、
「西国街道景観通り」を設定します。

②龍野街道沿いに斑鳩地区にふさわしい
景観を形成するため、
「ふるさと景観通り」を設定します。

③西国街道から斑鳩寺、稗田神社への
参道に良好な景観を形成するため、
「参道景観通り」を設定します。

凡例

景観形成区域

西国街道景観通り

参道景観通り

ふるさと景観通り



景観形成基準(案)について
～地区全体の基準～

階数は３階以下を基本とする。

勾配屋根を基本とする。
黒、灰色又はこれに近い色。

外壁は白、灰色又は落ち着いた茶
色。

建具は周囲と調和した落ち着きの
ある色彩。

門、塀を設置する場合は、外壁に準
じた色彩。
沿道の緑化に努める。

建築設備は通りから見えにくい位置

に設置。（機器等の変更時に対応する）

屋外広告物はなるべく少なくし、周辺と調和する
意匠に配慮する。

工作物は建築物に準じた色彩とし、突出感、違
和感を周囲に与えないような意匠とする。

景観形成地区内全域の基準として、主に建築物の形態と色彩について緩やかな基
準を設けます。

景観形成基準(案)について
～西国街道景観通り～

全域の基準に加えて、旧街道沿いの宿場町の景観を守るための建築物の伝統的意
匠や仕上げ材料について基準を設けます。

階数は２階以下を基本とする。

切妻平入り又は入母屋平入りの和
瓦葺きの屋根

和瓦葺きの下屋の設置に努める。

外壁は漆喰塗り、土塗り又は板張り
など伝統的工法を基本とする。

伝統的な意匠の木製建具とする。
やむを得ずアルミサッシとする場合
は黒又は暗褐色とする。

門塀を設けるときは、町並みとの調和と連続性
に配慮した、和風意匠となるように努める。

建築設備を通りに面して設置する場合は、
意匠・色彩に配慮した目隠しを設ける。

壁面はできるだけ隣接建物の壁面
にそろえるよう努める。

・企業名、商品名等広告
を極力控えるなど、周
辺景観との調和を図る。

・建築物に付帯する場合
は、当該建築物と同系
色とするなど調和した
色彩とし、それ以外の
場合はけばけばしくな
いものとし、周辺景観
との調和を図る｡

・背景が土壁等の場合、
色相５Ｙ、明度７．５、
彩度１．５を、焼杉板等
の場合、色相５ＹＲ、明
度４、彩度１．５を基本
とする。

・道路からできるだけ後退した位置とし、隣接する
建築物の壁面から突出しないように努める。

周辺景観との調和に配慮し
た囲いによる修景の例

景観形成基準(案)について
～自動販売機～

土壁等の場合 焼杉板等の場合





聖徳太子ゆかりの地
約1400年前からの歴史

太子町の歴史、文化
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庁舎周辺地図

新庁舎建設予定地

公民館

斑鳩寺

斑鳩小学校

新庁舎

太子山

あすかホール
（文化会館）

北向地蔵尊

ふるさと景観通り

西国街道景観通り

参道景観通り

三重塔
(重要文化財)

現庁舎
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太子町と庁舎を繋ぐ様々な仕掛けをつくる −界隈性–

つどう

めぐる

つながる
まちをつなげる仕掛け
和の表現が、まちの意匠
としてつながる
町民がまちの中でつな
がっていく

庁舎をめぐる仕掛け
行政と町民の関係が
身近になる

町民の交流の場
活動の場
まちの各所でつどいがう
まれる
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和のまち太子にふさわしい、和の建築表現を取り入れます
伝統的な日本建築の意匠をくみこみ、

まちの景観に配慮した、深みのある空間を創出します

和の意匠

縦格子 雁行型平面 縁側 屋根・軒裏 屋根・庇
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街道広場に関する活用提案

街道広場では、町民によるバザーを開催します
広場にあるオープンカフェでは、パンケーキの販売等を通じて、
障がい者の方々に、庁舎内での雇用機会を提供します

パンケーキ販売街道広場からみるオープンカフェ

バザー

街道広場
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デッキや図書館などの交流の場

人がつどう仕掛けや、心地よい空間をつくり、
町民の交流の場を生み出します

移動図書館で子ども達への読み聞かせなどを行います

エンガワデッキから中央広場を眺める

地域交流ゾーン
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中央広場に関する活用提案

クリスマスイベントでもみの木に装飾

中央広場では、キャンドルナイトやクリスマスなど、
季節に応じたイベントの開催が可能です

キャンドルナイト

中央広場
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誰かが気づいて、花をかえる

水盤がきっかけで、子ども達やまちの人が花をいける
こうした人々の行動に変化を与える機会を、建物やまちに創り出すことが

まちを育てていく一歩につながります
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和のまち太子

活きるまち、誇れるまち、つながるまち、安心のまち

終


